
回 覧 
２０２３年度 はるひ野町内会 

１１⽉度 役員会 議題 
2023 年 11 ⽉ 4 ⽇ 

(1) 会⻑からの連絡事項など (会 ⻑ 杉 本) 
(2) 第３回「はるひ野親睦会」開催について (副会⻑ 岩 井) 
(3) 各部会報告

◆防犯 ︓【注意喚起】住居侵⼊被害多発中!! （防犯 ⾦ 井) 
◆環境緑化 ︓クリスマスリース作り講習会 （環境緑化 中 村) 
◆環境美化 ︓はるひ野町内清掃のお知らせ    （環境美化 辻 ⽥) 
◆⾃主防災 ︓⾃主防災かわら版 2023-６号 （⾃主防災 野 島) 
◆まちなみ ︓植栽帯と植栽ゾーンの整備のお願い  （まちなみ ⼩宮⼭) 

(4) ２０２３年度の役員会および各部会の開催予定 （副会⻑ 中 村) 
(5) 出⽋の確認（配布物の受領確認）（※） （副会⻑ 中 村) 

（※）印の項⽬については、回覧資料はありません。

★今⽉（11 ⽉）のお願い事項

①資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・⽜乳パック・古着等を提供してください。
第１・３・５回⽬の⽊曜⽇が回収⽇です。 
(回収資⾦は、町内会収⼊としてはるひ野の緑化に利⽤します) 

★町内会の主な⾏事（予定）（２０２３年１１⽉〜２０２３年１２⽉）

①はるひ野縁⽇
１１⽉１１⽇(⼟)  11:00 〜 15:00 丸⼭こもれび公園、柳町いろどり公園、⿊川よこみね緑地

②第 2 回「はるひ野カレッジ」
１１⽉１９⽇(⽇)  14:00 〜 15:30  トゥトゥジャルダン集会室（オンライン開催併⽤）

③１２⽉度役員会
１２⽉２⽇(⼟)  17:30 〜  はるひ野⿊川地域交流センター（オンライン開催併⽤）

④第３回はるひ野親睦会
１２⽉９⽇(⼟)  17:30 〜 20:00  ※詳細...回覧・ホームページ参照

⑤はるひ野町内清掃
１２⽉１６⽇(⼟)  9:00 〜 10:30  ※詳細...回覧・ホームページ参照

次回役員会の準備作業担当ブロックは、２D，３C，４C，５C の各ブロック代表者の⽅々です。 
１６︓１５交流センター集合、１７︓１０解散予定（オンラインの⽅）です。ご協⼒お願いします。 

はるひ野町内会   2023年11月度回覧

https://drive.google.com/file/d/1ZaSBP9orVNd2XixVEzAbwJfj7MZYmcF-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1BL9bRuCl8vWMdwlFOFK-dDSSQ1y6cTaH/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YqzLMzPj7FtglWjd7tzv9YOTobcDPaQB/view?usp=sharing


 

 

                                                      ２０２３年１１月４日 

はるひ野町内会 

 

 

 

川崎市はシェアサイクルの普及促進に向け、公園などの公共

用地を活用した「川崎市シェアサイクル事業」を推進中で、はる

ひ野にもステーションを設置開始しています。 

 

  

 

 

 

１０月１５日（日）大雨の中、テロ災害 

対応合同訓練が行われました 
 

１）参加機関 

麻生消防署、麻生総合病院、麻生 

消防団、麻生警察署、麻生区役所 
 

２）訓練概要 

 何者かが病院の１階エントランス 

 に車両で突入した後、刃物を持っ 

 て暴れており、多数の負傷者が発 

 生しているとの想定で訓練を実施 
 

「安全・安心な街」はこのような不断の

努力によって支えられていることを、 

改めて認識しました 

 

  

  

  

 

 

 

町内会・自治会活動応援補助金は、各町内会・自治会がさまざまは活動を行うにあたり、その費用の一部を交付条件の下

補助するという川崎市の制度で、当町内会も利用しています。昨年度の結果を入手しましたので掲載します。 
 

 
 

 

                                                          （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

（８） 

 

 

あさお区民まつり   （主催者側の実行委員会として出席） 

麻生区地域教育会議 運営委員会 

麻生区町会連合会 三役会 

麻生区町会連合会 理事会 

麻生消防署 テロ災害対応合同訓練 見学 

あさお区民運動会  （実行委員として参加） 

麻生区総合防災訓練 

麻生消防団ポンプ操法大会 

 

 

８日（日） 

１１日（水） 

１２日（木） 

１２日（木） 

１５日(日) 

２２日（日） 

２８日（土） 

２９日（日） 

 

 

交付

団体数

世帯

カバー率

補助金交付

平均額

補助金交付

上限団体数

麻生区 50.40% 84.10% 368円 13団体

川崎市全体 61.70% 83.20% 337円 45団体

回  覧 
会長からの連絡事項など 

会長としての主要活動報告（１０月） ４ 

２ 
川崎市のシェアサイクル推進について １ 

川崎市町内会・自治会活動応援補助金(令和４年度実績)について ３ 

当町内会は上限額の 700円で 

昨年度、今年度ともに申請済です 

麻生消防署主催 テロ災害対応合同訓練について ２ 



２０２３年１１月４日 

はるひ野町内会 

 

第３回 はるひ野親睦会 開催のご案内 
 

 皆さんは、はるひ野の安心・安全なまちづくりに向けてどのようにお考えでしょうか。 

 コロナ禍による行動制限は緩和された一方、この間、住民同士の繋がりの希薄化・金品

の強奪を目的とした凶悪な事件の発生など、社会環境は変化を続けています。 

はるひ野町内会では、今年度、住民同士のコミュニケーションの促進に向けた取組みと

して「はるひ野親睦会」を開催することとしました。 

皆さん、積極的なご参加、お待ちしています。 

 

 

■日 時：2023/1２/０９（土） 17：30～20：00 

■会 場：町内会事務所 

■目 的：顔の見える住民同士の交流の活性化 ／ 防犯・防災対策の向上 

 

■参加対象：６0代 

 

 

 

 

 

 

■参加方法：右のQRコードより登録してください。（先着 15名まで） 

■参加費：飲食代として 1,000円／1人 

■締切り：1１/２４（金） 

■今後の予定：第 4回：02/17（土） 

■その他：町内会執行部への勧誘は、一切ありません。 

 

 

 

お問合せは、はるひ野町内会ホームページ・お問合せフォームへ。 

企画 1／1 

回 覧 

第 1回は 40代、第２回は５０代で開催し、各々、

参加者１０数名で親睦を深めました。 

今回は、６0代です。 

はるひ野に、長く住まわれている方も、多くいらっ

しゃると思いますが、あらためて、親睦・交流を深

めませんか☺☺☺ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemtPt2yCv1I7wIHsCkwbsSgnYvZ7nyPrlKO0zBKq8ZOPe6mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemtPt2yCv1I7wIHsCkwbsSgnYvZ7nyPrlKO0zBKq8ZOPe6mg/viewform
http://town-haruhino.join-us.jp/wordpress/?page_id=100


2023 年 11 ⽉ 4 ⽇ 
はるひ町内会 防犯部会 

 

 

【注意喚起】住居侵⼊被害多発中︕︕ 
 

 
町内で住居侵⼊被害が発⽣しております。 
 
空き巣以外にも、就寝中にガラスを破り侵⼊されたケースもあります。 
 
留守にされる場合はもとより、買い物など短時間でも、必ず施錠するよう
⼼がけてください。 
 
犯罪者の多くは地域の住⺠から声を掛けられたり、姿を⾒られることを
嫌います。 
 
ご近所同⼠の挨拶や声掛けの他、⾒慣れない⼈には「何か御⽤ですか︖」
など声を掛けるよう⼼掛けましょう。 
 
また、暗い時間が⻑い季節です。夜間は外灯や⽞関・室内などの電気を 
点けるなど防犯対策を徹底しましょう。 
 
安⼼・安全を守るため、はるひ野の防犯向上
にご協⼒いただきますよう、よろしくお願い
いたします。 
 

回 覧 

防犯 1/1



毎年恒例となったクリスマスリース
作り講習会を今年も開催します！
よこやまの道で拾ったどんぐりや
松ぼっくり、花壇で育てた綿花や
千日紅など、身近なものでクリスマ
スリースを製作します。

是非、お気軽にご参加ください！

開催日 １2月 3日（日）
時 間 １３：３０～１５：３０
場 所 はるひ野小中学校内

地域交流センター 大ホール
参加費 ５００円
持ち物 工作用はさみ

ペンチなどワイヤーを
カットできるもの

申込締切 １1月２6日（日）

主催：エコガーデンはるひ野
申込 / お問合せ

    相馬  bagels261211@docomo.ne.jp

イメージ写真
リース直径25㎝

回覧 2023年11月4日
はるひ野町内会
環境緑化部会

環境緑化1/1

クリスマスリース作り
講習会のお知らせ

定員 先着２０名様！



2023年11月4日
はるひ野町内会 環境美化部会

1  12月16日（土）
（雨天等による延期・中止の連絡は、前日に「町内会お知らせブログ」、メール、LINEにてお知らせします）

12月17日（日）、12月23日（土）

2 　午前 9時 ～ 10時30分 頃　まで　
3 　　柳町いろどり公園（1丁目、２丁目１～１５番、５丁目１～７番）

　　海道ひだまり公園（２丁目１６番以降、３丁目１～４番）
　　クラスヒル小公園（３丁目５～９番、２８番以降）
　　丸山こもれび公園（３丁目１０番～２５番、４丁目 ）

    　　　　　　　　　　　　はるひ野５丁目公園（5丁目１１番以降）　　

4 区域内の公園一帯と歩道・緑道の植樹帯　（左記を主として清掃と雑草抜き等を行う）

5 軍手　（お持ちの方は、小シャベル／草引き／ほうき、ちりとりなど）
　※ ごみ袋、竹ぼうき、根切り鎌、ごみばさみ等 は町内会に用意があります

6 作業に際して　　
・
・ 多摩生活環境事務所による回収は、清掃実施から５～7日後になります

7 飲み物を準備しておりますので、適宜水分補給をお願いします。

今年度最後の清掃です。みなさんの力を合わせて、町内を隅々まで綺麗にしましょう！

【ブロック代表、班長の方へのお願い】

実施時間 　　

町内清掃（2023年12月）のお知らせ
　今年度最後の町内清掃を実施します！

　「はるひ野」ができて以来、街をきれいに保つために継続して取り組んでいるイベントです。
　周囲にお呼びかけお誘いあわせの上、是非、各世帯１名以上の参加をご検討ください。

実  施  日　　　　　

雨天予備日

     みんなでつくる 美しいまち　はるひ野

環境美化　1/1

集合場所　　　　

清掃場所    

持 参 品   

幹線道路歩道植樹帯の清掃時は、通行車両に十分気をつけてください

ブロック代表・班長の方には、清掃用具の搬出・配置、参加者の誘導などのお手伝いをお願いしたく、8時45分までに集合
場所にお集まりください。

ごみ集積所に関する件などのお問い合わせは環境美化部会へ　(haru.k.bika@gmail.com)

１

２

４

５

３

回覧

http://www.town-haruhino.join-us.jp/presentation.html
mailto:haru.k.bika@gmail.com
mailto:haru.k.bika@gmail.com


自主防災  1/5 

 

 
 

＜知っていますか？災害時応急給水拠点＞ 
  

いざという時の水を確保するため、はるひ野小中学校西側の道路に災害時応

急給水拠点（以下 応急給水拠点）が設置されています。応急給水拠点は、大地震な

どで断水が起きた場合に、応急給水を行う施設です。応急給水拠点へは耐震性

の高い配管がされ、最寄りの浄水場や配水池から水が送られてきます。  
 

 応急給水拠点には、災害対策用給水装

置格納庫が設置されています。格納庫に

は、組立式の応急給水栓や手動ポンプな

どの給水器具が入っています。 

大地震などにより一般家庭で断水が起

きた場合でも、応急給水拠点では給水が

できます。給水には水を入れる容器（ポリ

タンクやペットボトル）が必要です。 
 
 

なお、応急給水拠点は、市の職員が水圧、水質等を

調べ、安全を確認した上で開設されます。自主防災組

織のメンバーを含め、町内会員が勝手に開設すること

は出来ません。川崎市上下水道局は、災害時に職員が

駆けつけるまでの日数を、おおよそ３日と想定していま

す。各家庭でも飲料水を備蓄しておく必要があります。

一日一人３リットルを目安として、最低３日分、できれ

ば一週間分をストックしておいてください。 

 一方、川崎市は、より迅速に応急給水がで

きるよう、職員による開設が不要な応急給水

拠点の整備も進めています。 

はるひ野の場合は、避難所に指定されて

いる「はるひ野小中学校」の水飲み場となっ

ています。校舎等の給水設備からは分離され、

地震に強い水道管が使われているため、災

害時に校舎の給水管が損傷した場合でも、使

うことができます。 

回覧 
2023年 11月 4日 

はるひ野町内会 自主防災組織 

自主防災かわら版 ２０２３―６号 

 （給水装置格納庫） 

自主防災 1/2  



自主防災  2/5 

 

 

 

 

 

 

※市内全域の応急給水拠点は、こちらから確認できます 

ガイドマップかわさき (geocloud.jp) 

https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?z=18&ll=35.618063%2C139.460

007&t=roadmap&mp=43&op=100&vlf=-1 

 

 
  

拡大図 

 以上 

自主防災 2/2  

https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/170/0000011464.html
https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/s#mapPage?z=18&ll=35.618063%2C139.460007&t=roadmap&mp=43&op=100&vlf=-1
https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/s#mapPage?z=18&ll=35.618063%2C139.460007&t=roadmap&mp=43&op=100&vlf=-1


「はるひ野まちなみ協定」

皆さんはどちらの町に住みたいですか︖

住宅の乱立した
ごみごみした町

緑あふれる潤いのある町

建物同士の間隔が確保
された開放感のある町

無機質な灰色の町

又は

又は

共同住宅は、１戸当たり１台以上の駐車場を確保すること。（協定書２２頁）

宅地のうち道路と接する一定幅を空地（植栽ゾーン）とし、積極的に緑化・保全すること。
（協定書３０～３３頁）

美しいはるひ野の町を守り続けるために下記のような「まちなみ協定」が存在します。

まちなみ1/2

皆で協定を守りこの町を未来へ・・・

回覧 ２０２３年１１月４日
はるひ野町内会 まちなみ協定部会

http://www.town-haruhino.join-us.jp/pdf/machinami.pdf


まちなみ2/2

まちなみ協定部会では随時地区内巡回を行っており、維持管理が不十分なご家庭には個別に改善
をお願いしています。ご協力を宜しくお願いいたします。

＜ご質問・ご意見等はこちらまで＞

メールアドレス machinami@town-haruhino.join-us.jp ／ＱＲコード

はるひ野のまちなみを美しくする最大の要素は、沿道の緑の一連性、一体性にあります。

そのため、まちなみ協定では、それぞれのご家庭が沿道間口の１／２以上に、植栽帯と植栽
ゾーンを設けることを定めています。また、道路境界から60cmの範囲（植栽帯）には工作
物を設置することが禁止されています。美しいまちなみは、各ご家庭がこのルールを守り、
かつ植栽帯と植栽ゾーンの緑を適切に維持管理することにより成立します。

ご自宅の植栽帯と植栽ゾーンの状況を再度確認して頂き、違反している工作物、枯れてい

る花木、伸び過ぎて道路や隣家にはみ出している枝木などがありましたら整備するようお願
い致します。

植栽帯

新たに植栽枡を増設する場合は、既設の植
栽帯の高さ以下にしてください（ブロック１
段程度）。

柵の代わりとして、カーポートの前面にチェーン等を
渡す支柱を設ける場合は、上げ下げ式のものにして
ください。固定式の支柱を設置する場合は、道路境
界線から60cm後退してください。

ポストなどは植栽帯に設置されがちですが、植
栽帯（道路境界線から60cmの範囲）には、工作
物を設置しないようにしましょう。

階段を設置する場合は、道路境界線から
60cm後退してください。

隣戸境界のフェンスが植栽帯（道路境界線よ
り60cmの範囲）にはみ出さないようにしてく
ださい。

植栽帯
（道路境界線から60cm）

道 路

自動車車庫

車庫等の屋根が植栽帯に
はみ出さないようにしましょう

門扉・門柱等を
植栽帯に設置し
ないようにしま
しょう

植栽帯の上空部も工作物の設置は
避けましょう。カーポートの屋根な
どが、はみ出しがちです。事前によ
く検討、確認しましょう。

■植栽帯への工作物の設置は避けましょう

32

「はるひ野」まちなみ協定

③植栽帯について

解 説

　植栽帯は、連続した緑を形成させるためのものです。そのため、緑を分断、阻害するような工
作物の設置を制限するルールを設ける必要があります。

・植栽帯は緑化につとめ、工作物を設置することは避けてください。
・以下に挙げる工作物は、植栽帯に設置されがちなものです。植栽帯への設置は禁じられ
ていますので、事前によく、検討、確認しましょう。

（例示）
○門柱、門扉
○ポスト
○カーポート屋根、支柱
○階段
○フェンス(袖)

・植栽帯の積極的な緑化を行うため、植栽桝を増設する場合は、既設の植栽帯の高さ以下　に
してください。
・また、つる性の植物をはわすなど、緑化のために必要な簡易な工作物を設置する場合は、
大きさや素材などに配慮してください。
・景観維持のため、花木を伸び放題にせず、道路幅員にはみださないよう手入れしてくだ　さ
い。

趣 旨

１）植栽帯の整備について

■植栽ゾーンのうち道路と接する60センチメートルの範囲については、その範囲を ブ
ロックで明確に仕切る構造（隣地境界部は除く）とした植栽帯と定め､積極的に　緑化、
保全すること。ただし、玄関や駐車場の出入口部分は除く。
■宅地のうち道路に面する60センチメートルの範囲は、形質の変更を行ってはなら
ない。やむを得ず変更を希望する場合は、まちなみ協定部会にその計画書を提出　し、
承認を得ること。但し、その場合でも道路に面する延長の２分の１以上は確　保するこ
と。
■宅地のうち道路に面する60センチメートルの範囲には、工作物を設置してはなら
ない。

http://www.town-haruhino.join-us.jp/pdf/machinami.pdf
http://www.town-haruhino.join-us.jp/pdf/machinami.pdf
mailto:machinami@town-haruhino.join-us.jp
mailto:machinami@town-haruhino.join-us.jp


2023年11月4日

２０２３年度 役員会および各部会の開催予定

定例会議・定例運営

１１月 １２月

役員会 （会長・副会長・会計・事

務局長・部会長・まちづくり本部

長・自主防災組織本部長/副本

部長・ブロック代表者が参加）

※ 必要に応じて班長を招集する場

合あり

役）１１/４（土） １７：３０～

オンライン/地域交流センター

・１１/１９（日）１４：００〜１５：３０

　はるひ野カレッジ#2

役）１２/２（土） １７：３０～

オンライン/地域交流センター

・１２/９（日）１７：３０〜２０：００

　第３回はるひ野親睦会

運営会議 （会長・副会長・会計・

事務局長・部会長・まちづくり本

部長・自主防災組織本部長/副

本部長が参加）

三役会 （会長・副会長・会計が

参加）

三）１１/２５（土) １６：００～

運）１１/２５（土) １８：００～

三）１２/１６（土) １６：００～

環境美化部会 １１/１２（日） ９：００～１０：００

オンライン

１２/１０（日） ９：００～１０：００

事務所orオンライン

１２/１６（土）町内清掃

　９：００〜１０：３０

環境緑化部会 １１/２６（日） １０：３０～１２：００

事務所orオンライン

１２/１７（日） １０：３０～１２：００

事務所orオンライン

交通部会 １１/１９(日)１７：００～１８：００

事務所orオンライン

１２/１７(日)１７：００～１８：００

事務所orオンライン

防犯部会 １１/１９（日）１４：００～１５：００

事務所orオンライン

１２/２４（日）１７：００～１８：００

事務所orオンライン

広報部会 １１/１２（日） １６：００～１７：３０

事務所orオンライン

１２/１０（日） １６：００～１７：３０

事務所orオンライン

イベント部会 １１/１９（日） １０：００～１２：００

事務所orオンライン

・１１/１１(土) １１：００〜１５：００

　はるひ野縁日

１２/１０（日） １０：３０～１２：００

事務所orオンライン

まちなみ協定部会 １１/１８（土） １４：３０～１６：００

事務所orオンライン

１２/９（土） １５：００～１６：３０

事務所orオンライン

自主防災組織 １１/１１（土）８：００～９：００

　　　　　　　　１６：００～１７：００

　はるひ野縁日運営支援

１２/２（土）９：３０～１２：００

麻生区総合防災訓練（一般向け）

　（新百合ヶ丘駅周辺）参加

まちづくり本部 １１/２６（日）１６：００〜１８：００

事務所

１２/２３（土）１６：００〜１８：００

事務所

回覧




